
放送大学学園法案に対する附帯決議 

（昭和５６年６月３日 衆議院文教委員会） 

政府及び放送大学学園の関係者は、学園の設置する大学が広く国民に開かれた大学として充実発展

し、わが国の高等教育の改善と、生涯学習の機会の拡充に役立つとともに、学問の自由・大学の自治

と放送の公共性・公平性とが十分に確保されるよう、左記事項の実現に努めるべきである。 

１ 学園の役員及び運営審議会委員の選任に当たつては、国・公・私立大学関係団体、放送関係団体

等の意見を聞くなど適任者の確保に努めること。 

２ 学園が設置する大学の運営に関しては、評議会及び教授会の構成、運営等が、大学の自治の本旨

にのつとり、適切に行われるよう配慮すること。なお、多数の非常勤教員の意見の吸収についても、

適切な方途を講ずること。 

３ 学園が設置する大学については、 

(1) 開かれた通信制大学となるため、国・公・私立大学等にも広く共同利用の途を開くとともに、

これら関係者の協力が得られるよう必要な措置を講ずること。特に、私立大学通信教育との連

携協力については、施設、設備、教材の利用はもとより、放送の利用についても、検討、配慮

すること。 

(2) 全国的に教育の機会均等が保障される大学となるよう、再度教育需要予測調査等を行い、適

切に対処すること。第１期計画外の地域においても、この大学を広く国民が利用できるよう公

開講座の実施などに配慮すること。 

(3) 教育課程の編成に当たつては、地域性を加味するなど、画一的な教育内容とならぬよう留意

すること。 

(4) 教員については、研究条件の整備、待遇等に配慮しつつ人事交流を円滑に行い、優れた人材

の確保に努めること。 

(5) 学生については、そのニーズの把握に努め、単位互換、編入転学、障害者の教育等を容易に

するとともに、学習センターの拡充整備、育英資金の確保、週休２日制の一層の普及をはかる

など、学習条件の整備に努めること。 

(6) 働く人々をはじめ多くの人々が、この大学を積極的に利用できるよう、教育課程の編成、放

送時間、スクーリング等についてさらに検討するとともに、授業料、放送受信設備費が過大に

ならぬよう配慮すること。 

４ 学園の放送教材製作部門に多数の優れた専門家を確保できるよう、処遇等について配慮すること。 

５ 学園の施設整備については、既存施設の活用をはかるなど投資効果が上がるよう配慮すること。 

６ 第１期計画完成の際など、一定の期間ごとに教育の効果及び大学教育全般との関係について見直

しを行うこと。 

７ 学園の大学の名称については、大学の目的、性格等を考慮し、公募等の方策を講じて適切に決定

すること。 

右決議する。 


